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令和６年度第１回島根地方労働審議会 

 

                     日 時：令和６年12月10日（火）10:00～12:00 

                場 所：松江地方合同庁舎５階 共用第４会議室 

 

開 会 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

  ただいまから令和６年度第１回島根地方労働審議会を開催いたします。 

  私は、雇用環境・均等室の日高と申します。これから会長に議事を進めてい

ただくまで、私が進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、資料の確認をお願いします。 

本日は机上に資料一覧ということで配付をさせていただいております。 

順に、会議次第、出席者名簿、席次表、島根地方労働審議会委員名簿、それ

から、説明資料。説明資料につきましては、各委員の皆様に事前に御提供済み

のものとなりますので、お手元にお持ちかもしれませんが、念のため本日お配

りをしております。それから、補足資料としまして、島根労働局第１４次労働

災害防止計画の進捗状況、参考資料としまして、島根労働局の取組、令和６年

度島根労働局行政運営方針、もう一つ参考資料としまして、令和６年度版業務

概況、地方労働審議会令、島根地方労働審議会運営規程、以上の資料をお配り

しておりますので、御確認をお願いします。 

もし途中でないと気づかれましたら、その時点でまたお声がけをしていただ

ければと思います。 

 続きまして、委員の出席状況について御報告いたします。 

本日は、公益の永野委員様、労働者代表委員の島田委員様、使用者代表委員

の佐々木委員様の３名から欠席の御連絡をいただいております。したがいまし

て、審議会委員１８名のうち１５名が出席しております。地方労働審議会令第

８条第１項に規定します３分の２以上の御出席をいただいておりますので、本

審議会は有効に成立していることを報告します。 

 続きまして、本日の審議会の傍聴について公示いたしましたところ、傍聴の

希望はございませんでした。報道関係は今のところお見えになっておりません
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が、この後、お見えになる可能性もございますので、あらかじめ御了承いただ

きますようによろしくお願いいたします。 

 なお、本日、御出席委員の皆様の御紹介につきましては、お時間の都合上、

お手元にございます出席者名簿により御紹介に代えさせていただきたいと思い

ますので、御了承をお願いします。 

 また、委員の皆様の任期は令和７年９月３０日までとなっておりますので、

引き続きよろしくお願いいたします。 

 続きまして、島根労働局局長、各担当部長・室長の人事異動がございました

ので、御紹介させていただきたいと思います。 

  まず、局長の岩見でございます。 

○ 岩見局長 岩見でございます。 

よろしくお願いします。 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 総務部長の森岡でございます。 

○ 森岡総務部長  

森岡と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 雇用環境・均等室長の鈴木でございます。 

○ 鈴木雇用環境・均等室長  

鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 労働基準部長の松井でございます。 

○ 松井労働基準部長  

基準部長の松井です。よろしくお願いします。 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 職業安定部長の永沢でございます。 

○ 永沢職業安定部長  

永沢と申します。よろしくお願いいたします。 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 なお、本日は、オブザーバーとしまして、島根県商工労働部雇用政策課長補
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佐、吉木様にも御出席をいただいておりますので、御紹介申し上げます。 

○ 吉木雇用政策課課長補佐 

吉木です。よろしくお願いします。 

 

１ 島根労働局長挨拶 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 それでは、開会に当たりまして、島根労働局長、岩見から御挨拶申し上げま

す。 

○ 岩見局長 

 皆様、おはようございます。労働局長の岩見でございます。 

年末の御多忙の時期に御参集賜りまして、厚く御礼申し上げます。また、

前々から労働行政の推進につきましては、格別の御協力、御理解を賜っている

こと、厚くこの場で御礼申し上げたいと思います。 

では、私から御挨拶ということでございますが、３点、概括的に今の情勢等

について簡潔に申し上げたいと存じます。 

まず、１点目でございます。 

島根の雇用情勢でございますが、令和６年１０月の有効求人倍率につきまし

ては、季節調整値で１．４３倍となっております。令和６年４月以降、１．４

倍台で推移しているところでございます。前月比では０．０１ポイント低下し

ているというところでございます。全国の１．２５倍に比べますと、依然とし

て高い水準で推移していると、かような状況でございます。 

新規求人数の原数値の動向につきましては、３か月連続対前年比で減少して

いる状況でございます。その要因としましては、事業主が求人内容を見直した

りですとか、厳選して求人を出しているということなどが考えられるのではな

いかというふうに当局では推察をしております。一方、新規求職者数の原数値

の動向につきましては、１０月は３か月ぶりに増加したところでございますが、

全体的には大きな状況変化は見られていないということでございまして、人手

不足感が継続しているというところでございます。 

島根の雇用情勢判断につきましては、改善の動きが弱まっているとして判断

させていただいているところでございます。今後、物価上昇など、雇用に与え
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る影響につきまして、引き続き注視してまいりたいというふうに考えておりま

す。 これがまず１点目でございます。 

  ２点目でございます。 

賃金の情勢でございます。今年の賃金情勢でございますが、昨年以上の高い

水準での賃上げがございました。地域別最低賃金は、全国加重平均１，０５５

円、島根県におきましても、１０月１２日から５８円増の９６２円ということ

で、過去最大の上げ幅となりました。また、産業別の特定最低賃金につきまし

ても、５業種におきまして１１月中にいずれも大幅な引上げによる決定がなさ

れまして、年内に全ての業種が発効するということになっております。 

島根労働局では、こうした賃上げに向けた機運を今後もより一層高めるため

に、引き続き賃上げしやすい環境整備のための業務改善助成金による支援、こ

れに加えて、人手不足の解消に資するため、１０６万円や１３０万円のいわゆ

る年収の壁というものを労働者の皆様が意識することなく働くことができるよ

う、これを後押しするキャリアアップ助成金による支援など、中小企業、小規

模事業者様に向けた各種支援策の周知につきまして、引き続き積極的に進めて

まいりたいというふうに思っているところでございます。 

そして、３点目でございます。 

誰もが安心して安全に働き続けることができるよう、多様な人材の活用を促

進し、誰もが働きやすい職場づくりの実現に向けて、同一労働同一賃金の徹底

等を含む多様な働き方の推進などの取組を進めていくとともに、今年４月に適

用が開始されました建設業等の業種に係る時間外労働の上限規制、また、１１

月に施行されたフリーランス法を、いわゆるフリーランス新法と言われていた

ものですけども、フリーランスに係る法律に加えまして、来年４月から段階的

に施行されます改正育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法などの関係

制度の円滑な施行のため、周知、啓発等の取組を確実に実施していくというこ

ととしております。 

  これが以上３点、ちょっと概括的に説明をさせていただきました。 

  本日は、これら３点以外にも、生活に密着するこの労働行政におきましては

新たな論点がいろいろと出てきているところはもう皆様御案内のところかと存

じますが、それらを踏まえた当局の今後の行政展開につきまして、皆様の忌憚
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のない御意見、御示唆を頂戴いたしまして、今後の運営に反映してまいりたい

と考えておりますので、本日は何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 私からは以上でございます。 

 

２ 島根地方労働審議会会長挨拶 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 そういたしますと、審議会会長の野田会長から御挨拶をお願いするとともに、

以後の進行について、よろしくお願いいたします。 

○ 野田会長  

おはようございます。委員の皆様方には、御多忙の中、地方労働審議会に御

出席いただき、ありがとうございます。 

先ほど局長のほうからもお話がありましたけれども、雇用情勢をめぐっては

人手不足が深刻化する中で、賃上げ、年収の壁、労働時間の上限規制、また、

多様な働き方への対応など、労働環境への影響が注目されているところであり

ます。労働行政においては、こうした課題や法律制度にも迅速かつ着実な対応

を求められるということであり、島根労働局においても、地域の現状を的確に

把握し、ニーズに即した施策の展開をしていただくことが重要であると考えて

います。 

本日は、島根労働局における今年度上半期の行政運営状況などについて審議

することとしております。今年度後半に向けての業務に反映させるためにも、

各委員の皆様方には、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお願いすると

ともに、審議、議事の円滑な進行に御協力いただき、本会議が意義あるものに

なることを願っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

３ 議 題 

○ 野田会長 

 それでは、これから議事に入ります。 

  議題の１、島根労働局の重点施策の実施状況と今後の取組及び議題の２、そ

の他について、初めに労働局から説明いただき、後ほど御質問及び御意見をい

ただくこととしますので、よろしくお願いいたします。 
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（1） 島根労働局の重点施策の実施状況と今後の取組について 

○ 鈴木雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室長をしております鈴木と申します。 

まず初めに、雇用環境・均等室の施策の関係から御説明させていただきます。 

資料につきましては、お配りしております令和６年度第１回島根地方労働審

議会、島根労働局の重点施策の実施状況と今後の取組についてという資料を使

いまして説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

資料の１ページ目ですけれども、Ⅰ－１、最低賃金・賃金の引上げに向けた

中小・小規模企業等支援、非正規雇用労働者の正規化促進、雇用形態に関わら

ない公正な待遇の確保の分野でございます。 

左側に取組状況・上半期の実績がございます。 

（１）最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向け

た支援の強化。令和６年度の島根県最低賃金は９６２円と、昨年度から引上げ

額５８円となりまして、昨年度同様、大幅な引上げとなっております。それに

対し、円滑な最低賃金の履行確保のために、事業場内で最も低い賃金を引き上

げて、設備投資を行って、生産性を向上させまして、その費用の一部を助成す

る業務改善助成金につきまして、あらゆる機会を活用して周知・広報を行い、

申請等をしていただいております。申請件数ですけども、５年度は１９０件あ

りましたが、６年度は上半期でもう既に約１３０件と、昨年度の２倍のペース

で申請をいただいております。 

（２）の最低賃金制度の適正な運営（最低賃金額周知）についてでございま

すが、一般的な周知活動に加えまして、労働局幹部によるＪＲ松江駅での広報

活動ですとか、島根県と連携した大手スーパー・コンビニエンスの周知依頼な

どを、効果的と思われる方法を用いて、周知・広報を行っております。 

（３）の同一労働同一賃金の遵守の徹底でございますが、こちらにつきまし

ては、監督署と雇用環境・均等室が連携しまして、同一労働同一賃金の遵守を

徹底する取組を行うとともに、委託事業である島根働き方改革推進支援センタ

ーにおきましても、相談対応ですとか、セミナー等を行ってきております。 

（４）の非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援につき
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ましては、短時間労働者が年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくり

を支援するために、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースな

どの活用勧奨をしてまいりました。 

下半期の取組ですけれども、（１）の最低賃金に係る生産性の向上に向けた

支援の強化につきましては、引き続き業務改善助成金ですとか、キャリアアッ

プ助成金の周知・広報を実施しまして、申請書を受理した後は、迅速・適正な

事務処理により、効果的な支援に努めてまいりたいと考えております。 

（２）最賃の周知ですとか、（３）の同一労働同一賃金の遵守の徹底につき

ましては、上半期に引き続き、対応してまいりたいと考えています。 

（４）の件ですけれども、こちらにつきましては、令和６年１０月から従業

員数が５１人以上の企業で働くパートの労働者が社会保険の適用対象となるな

どの変更がされておりますので、年収の壁問題に直面している事業主に対しま

してキャリアアップ助成金の活用をさらに推し進めてまいりたいと考えており

ます。 

次に、資料の２ページでございます。Ⅰ－２、仕事と育児・介護の両立支援

の分野でございます。 

取組状況と上半期の実績でございますが、（１）育児・介護休業法の周知及

び履行確保と男女とも仕事と育児を両立しやすい環境の整備に向けた企業の取

組支援というところでございますが、産後パパ育休、パパ・ママ育休プラスで

すとか、そういったものの育児・介護休業法に基づく両立支援につきまして、

両立支援助成金と併せまして周知及び履行確保を実施してまいりました。 

また、男性の育児休業取得状況の公表が義務となっている１，０００人を超

える企業に対しまして、実際に公表をされているかどうかということを履行確

保を図りまして、９月末時点で対象企業７社中７社が公表済みとなっておりま

す。 

さらに、子育てサポート企業としての認定制度、くるみん認定、プラチナく

るみん認定制度もございますので、その取得促進ですとか、取得の認定要件を

満たすことができそうな企業につきましては、認定申請の勧奨を行っておりま

す。 

（２）の改正育児・介護休業法等の周知でございますが、今年の５月に改正
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法が成立いたしまして、令和７年４月から段階的に施行を予定されております

ので、その改正育児・介護休業法、改正次世代法につきまして、企業訪問や各

種説明会等において説明や資料配付を行うなど、あらゆる機会を捉えて周知・

広報を実施しております。 

下半期の取組ですが、（１）につきましては、引き続き法の履行確保を図り、

認定制度の認定企業を増やすために、資料配付や個別訪問等による申請の勧奨

を行ってまいります。 

（２）の改正育児・介護休業法等の周知ですけども、施行の令和７年４月も

間近に迫っておりますので、１２月から各種説明会、１月からは労働局主催で

県内４か所、計６回の説明会と、あとオンラインにて２回の説明会を予定して

おります。 

３ページ目のⅠ－３、ハラスメント対策、女性活躍促進、フリーランスの就

業環境の整備等の働く環境改善等支援でございます。 

取組状況・上半期の実績。（１）相談支援を含む総合的なハラスメント防止

対策の推進でございます。ハラスメントにつきましては、労働者の尊厳を傷つ

け、働く人の能力の発揮を妨げるということに繋がりますので、労働者からの

相談に適切に対応するとともに、あとは法律で規定されております相談窓口の

設置ですとか、体制整備を含む雇用管理上の防止措置義務の履行確保を図って

おります。 

（２）の女性活躍の促進のための支援でございます。令和４年７月に省令が

改正されまして、常時労働者３００人以上の企業は男女の賃金の差異を情報公

表することが義務づけられております。そのような企業に対しまして、情報公

表の実施状況を促進し、９月末時点で対象企業５０社中５０社が公表済みとな

っております。 

そして、女性活躍の取組が優良であるところにつきましては、こちらも認定

制度ございますので、えるぼし認定ですとか、最高位のプラチナえるぼし認定

につきまして周知及び勧奨を行いまして、上半期でえるぼし１社、プラチナえ

るぼし１社を認定しております。 

（３）のフリーランスの就業環境の整備でございます。フリーランスが安心

して働ける環境を整備するための法律が１１月、先月に施行されておりますの
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で、労働局のサイトに特設ページを設置したり、局長のメッセージ付チラシを

作成し、配ったり、そういった周知を行ってまいりました。 

下半期の取組としましては、ハラスメント対策につきましては、１２月が毎

年、職場のハラスメント撲滅月間とされておりますので、それを利用しまして、

周知・広報に力を入れていきたいと考えております。 

あとは、（２）の女性活躍の推進につきましては、引き続き認定制度を進め

るとともに、賃金の差異を公表したところにつきましては、その差異の要因分

析等、そういったものを進めてまいりたいと考えております。 

（３）のフリーランスの就業環境の整備につきましては、改正育児・介護休

業法、次世代法の説明会もございますので、そういった説明会と併せて、フリ

ーランスについても同様に説明をしていきたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

○ 松井労働基準部長 

  労働基準部長の松井でございます。私からは、労働基準行政の重点施策、こ

ちらについて説明したいと思います。 

資料４ページ、御覧いただけますでしょうか。Ⅱ－１、長時間労働の抑制に

向けた監督指導等ということにつきまして、まず御説明を申し上げます。 

資料の左上、取組状況・上半期の実績、こちらのほうを御覧ください。島根

労働局におきましては、労働基準監督署を通じまして、各種情報により、時間

外または休日労働時間数が１か月当たり８０時間を超えていると考えられる事

業場や、長時間にわたる過重な労働による労災請求、こちらが行われた事業場

に対しまして、全数監督、こちらを実施しているところでございます。 

今年度につきましても、監督指導をした事業場のうち、少なくない数の事業

場で何らかの違反が認められたといったような状態になっております。右側の

状況でございますが、監督指導件数、載っております。こちらのような状態に

なっております。 

下半期につきまして、取組ということで中段に書かせていただいております

が、人手不足による長時間労働などが懸念されるといったことから、引き続き

まして長時間労働の疑われる事業場に対しまして全件監督、こちらのほうを実

施していきたいと思っておるところでございます。 
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また、１１月の過労死等防止啓発月間、こちらに合わせまして、過重労働解

消キャンペーンといたしまして、集中的な周知であるとか啓発であるとかいっ

たようなことを、この①から⑥までといったような取組を実施したところでご

ざいます。とりわけ③番の労働局長による意見交換ということでございますが、

長時間労働削減に向けた機運の醸成、こちらに向けまして、今年度は建設事業

者の方と発注者側から、こちらのほうから取組状況をお伺いしたといったよう

なところでございます。 

下段の労災保険給付の迅速・適正な処理につきましては、全国的に脳・心臓

疾患・精神障害といったような、いわゆる過労死等事案の請求は右肩上がりと

いうようなことがトレンドとなっております。当局におきましても、右のグラ

フのとおり、件数非常に増加しているところでございます。去年の秋に、精神

障害に係る認定基準の改正があったというところでございますが、引き続き被

災労働者の保護のために、労災認定基準に基づきまして迅速かつ的確な調査、

決定ということに努めていきたいというふうに考えております。 

それでは、ページをめくっていただきまして、説明資料の５ページ、Ⅱ－２、

中小企業等、上限規制適用開始業務等への労働時間短縮等に向けた支援、こち

らのほうを御覧ください。 

取組状況・上半期の実績と枠囲いしておりますが、こちらのほうを御覧いた

だければと思います。島根労働局におきましては、労働時間短縮のため、中小

企業であるとか、自動車運転業務、建設業、医師といった、今年の４月から時

間外労働の上限規制に係る適用開始業務等への支援を行っているところでござ

います。 

（１）に記載しておりますが、関係法令であるとか各種制度等の支援や周知

を図るため、説明会を行っておりまして、枠囲いの下のほうですかね、労働時

間等説明会開催状況、こちらは実施状況を書いておりますが、上半期で中小企

業等に対して２６回、上限規制適用開始業務等、こちらに対して７回、計３３

回の実施を行ったといったところでございます。 

とりわけ運送業務につきましては、監督署が荷主企業等に対しまして長時間

の荷待ち改善に努めるよう要請を行っているところでございますが、まだまだ

ほかの業種と比べましても長時間労働の実態がございます。また、過労死等の
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労災決定件数、こちらのほうも多うございます。引き続き改善に向けた要請で

あるとか、周知に努めてまいりたいと思っておるところでございます。 

また、建設業の関係につきましても、公共事業のほうはある程度改善されつ

つあるというふうに伺っておりますが、民間発注につきましては、まだまだ週

休２日といったようなところを踏まえた適切な工期設定がなされてないという

場合もあるというふうに伺っております。民間発注企業等も連携しまして、協

議会を開催し、土日一斉閉所運動であるとか、情報共有、こういったことに取

り組んでいるといったところでございます。 

また、これらに加えまして、監督署の労働時間相談・支援班といったような

ことであるとか、働き方改革推進支援センターによる支援をはじめまして、こ

ちら、厚生労働本省のほうで上限規制特設サイト、こういったものを開設した

りしておりますし、また、働き方改革推進支援助成金等、こういったものの周

知といったことも行ってまいりたいというふうに考えているところでございま

す。 

続きまして、資料をめくっていただきまして、６ページ目を御覧いただけま

すでしょうか。Ⅱ－３、１４次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことが

できる環境の整備ということでございます。昨年、島根労働局の第１４次労働

災害防止計画、こちらを策定させていただいたところでございまして、本年は

５か年計画の２年目ということになってございます。１４次防の進捗状況につ

きましては、本日、別添の補足資料ということで進捗状況を示させていただい

ておりますが、ちょっと長くなりますので、詳細な説明は割愛させていただこ

うと思います。 

資料６ページに戻っていただきまして、取組状況・上半期の実績、御覧いた

だければと思います。上半期につきましては、小売業への安全に関する機運の

醸成であるとか、建設現場への一斉監督、メンタルヘルスケアの研修会の開催

であると、また、治療と仕事の両立支援チーム会議、こういったようなことを

行ったところでございます。 

とりわけ小売業に対しましては、安全管理体制が確立されている建設業のほ

うから、異業種ということでございますが、業者の垣根を越えまして、講師を

迎えて安全活動についてディスカッションを行ったというようなところでござ



－12－ 

います。 

今年の１０月末時点の労働災害の被災者数につきましては、中段、推移が書

いてございますが、おかげさまで前年同期よりは低い水準といったような状況

にございますが、下半期につきましても、気を緩めることなく取り組み続けて

まいりたいと思っておるところでございます。 

下半期の取組、御覧いただければと思いますが、とりわけ下半期につきまし

ては、介護業に対しまして安全に関する機運の醸成であるとか、林業に対して

も関係機関・団体の連携要領の作成であるとか、また、新たな化学物質規制の

周知、また、石綿暴露防止対策の徹底と、こういったことに力を入れてまいり

たいと思っております。 

私からの説明、以上でございます。 

○ 永沢職業安定部長  

職業安定部長の永沢です。私のほうからは、職業安定部の重点施策について

説明させていただきます。職業安定部においては、ハローワークを中心に雇用

対策と人材育成対策に取り組んでいるところです。 

資料の７ページを御覧ください。まず、Ⅲ－１のリスキリングによる能力向

上支援ということで、職業訓練について挙げております。職業訓練については、

希望する仕事に就くために必要な能力や知識を習得できる制度となっておりま

す。 

まず、取組状況・上半期の実績の部分で、（１）になります。地域の人材ニ

ーズ情報の把握ということで、島根県と共催で協議会を開催しておりまして、

有識者からの意見を聞いたりとか、またはワーキンググループでのヒアリング

などを行いまして、地域の人材ニーズを適切に反映して、訓練コースの設定に

努めているところです。 

この協議会につきましては、上半期はワーキンググループにおいて訓練実施

施設等へのヒアリングを行っておりまして、下半期は資料の下の部分に記載し

ておりますが、は協議会を２回開催し、年度末に向けて、翌年度、令和７年度

の訓練実施計画に関する議論を行っていく予定です。 

また、資料上段の（２）の部分ですけれども、職業訓練制度の周知・広報と

キャリア形成支援について挙げております。職業訓練は、満足度の高い就職を
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していただくために大変有効なツールというふうに考えておりますので、職業

訓練の関心を高めていただくための周知・広報ですとか、または窓口職員が的

確に受講あっせんを行うための取組を実施しております。上半期については、

労働局のホームページですとかＳＮＳを活用した訓練情報の周知・広報などを

行っております。下半期についても、引き続きこの取組を継続していく予定で

す。 

また、資料の下のほうの（２）に行きますけれども、ハローワークの窓口職

員がより的確に職業訓練のあっせんを行えるように、訓練コースについてより

理解を深めていただくために、職員向けの説明会を行う予定としております。 

訓練関係の実績につきましては、資料の右側に記載をしておりますが、施策

目標としている訓練修了後３か月以内の就職状況については、年度目標に対し

て９月末現在で７割近くの進捗状況となっておりますので、実績としては順調

に推移していると認識をしております。 

次に、８ページを御覧ください。Ⅲ－２の求職者と企業のマッチング機能の

強化になります。ハローワークにおいては、求人企業に対する充足支援、仕事

を探す求職者に対する就職支援を行っております。 

資料右側の中段に島根県内の有効求人倍率の推移を載せておりますが、人口

減少が進んでいる中で、依然として人手不足が継続している状況にあります。

ハローワークとしては、地域に密着してきめ細かく支援をすることで、公的な

職業紹介機関としての役割を果たしていきたいと考えております。 

具体的な取組状況についてですが、まず、（１）として求人者への充足支援

について記載をしております。求人者に対しては、求人票の記載方法の助言、

求人条件緩和の御提案、会社説明会の実施などにより、充足支援を実施してお

ります。 

次に、（２）の求職者に対する就職支援につきましては、それぞれの課題や

ニーズを踏まえて、担当者制での職業相談を行うなど、きめ細かく支援を行っ

ております。 

また、（３）のオンラインでの対応としまして、ハローワークインターネッ

トサービスという求人情報を検索したりできるサイトがあるんですけれども、

そちらのマイページ機能を活用して、求人者や求職者に周知や情報提供を行っ
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たり、利用者の方のニーズがあれば、オンラインでの職業相談などを行ったり

しております。 

さらに、ハローワークの支援メニューがいろいろあることを幅広く知ってい

ただくことが重要になりますので、より多くの方に利用していただくために、

ホームページやＳＮＳでの周知にも力を入れております。 

下半期につきましても、引き続きこれらの取組を推進しているところです。 

次に、９ページを御覧ください。Ⅲ－３、中小企業等に対する人材確保の支

援になります。こちらの資料では、特に人材不足が深刻な分野での人材確保の

取組や自治体との連携による取組について上げております。 

（１）について、ハローワーク松江に人材サービスコーナーを設置しており

まして、こちらのコーナーを中心に、人材不足分野、医療・福祉、建設、警備、

運輸分野等の人材確保の支援に取り組んでおります。コーナーの設置がないハ

ローワークにおきましても、通常の窓口にて支援をしているところでございま

す。 

（２）の部分でございますが、介護分野について島根県の福祉人材センター

等との連携により、通年にわたって積極的に面談会の実施に取り組んでおりま

す。 

（３）の部分ですけれども、島根県との連携した事業によって、セミナーの

実施ですとか、あとは各自治体との雇用対策協定に基づきまして連携をしなが

ら、人材確保支援を含めた雇用対策に取り組んでおります。 

さらに、若者の採用・育成に積極的な中小企業に対して、ユースエール認定

企業ということで認定をしておりますが、現在、島根県全体で５９社認定をし

ているところでして、全国的にもトップクラスの認定数となっております。 

下半期の取組についてですけれども、下半期についても引き続き先ほど申し

上げたような取組を進めているところでございます。 

特に介護分野については、資料下のほうの（２）の部分ですけれども、１０

月から１２月の期間を介護就職支援の強化月間というふうに定めまして、県内

の各ハローワークにおいて積極的に介護就職デイなどのイベントを実施をして

おります。 

また、自治体との連携につきましても、現在、各施策の進捗状況をよく確認



－15－ 

をしながら、翌年度以降に向けて効果的な連携を続けていきたいというふうに

考えております。 

次に、１０ページを御覧ください。多様な人材の就労・社会参加の促進とい

うことで、まず１０ページでは障害者の就労支援について記載をしております。 

（１）についてですが、障害者の就職支援ということで、各種関係機関がご

ざいますので、そちらとハローワークでのチーム支援によって、積極的に実施

をしているところでございます。 

（２）の部分ですけれども、事業主に向けた障害者雇用率の達成指導や雇用

支援というところについても、積極的に取り組んでおります。島根県内の雇用

率達成企業の割合は、令和５年６月１日現在で６９．６％と全国で１位という

状況でありまして、障害者の雇用状況というところでは、全国の中でも非常に

進んでいるというふうに認識をしております。 

また、本年４月に法定雇用率の引上げがありましたが、これにより制度の周

知ですとか達成指導、雇用支援がさらに重要という状況になっておりますので、

下半期についてもこれらの取組を引き続き実施をしております。 

また、障害者雇用に関する優良な取組を行う事業者を認定する制度として、

もにす認定というのがございますが、今年度は、下半期も含めて、現在までに

３社を認定しております。令和２年度の制度開始以降、全体で１６社まで認定

数が増えてきた状況です。 

下半期には、今年度認定した企業の事例集なども作成をする予定ですので、

こちらも活用しながら、今後も認定企業を増やすことで、より一層障害者雇用

の促進につなげていきたいというふうに考えております。 

次に、１１ページを御覧ください。１１ページの左側ですが、高年齢者の就

職支援と継続雇用延長等に向けた環境整備ということで、（１）に令和５年６

月１日現在での高年齢者の雇用状況を記載しておりますが、この②、③、④の

６６歳以上まで働ける制度のある企業、７０歳以上まで働ける制度のある企業、

７０歳までの就業確保措置の実施済企業の割合は、それぞれ全国１位となって

おります。 

高年齢者の就職支援については、ハローワークの生涯現役支援窓口等におい

て積極的に実施をしておりまして、また、事業主向けの就業確保措置の導入支
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援に係るセミナー等も実施をしております。 

下半期についても、これらに引き続き取り組んでいるところです。 

次に、資料右側の３番になりますが、外国人求職者への就職支援、外国人労

働者の適正な雇用管理の推進についてです。島根県内の外国人労働者数につい

ては、年々増加をしているところであり、その就職支援ですとか雇用管理指導

については重要性を増してきているというふうに認識をしております。 

外国人の就職支援については、ハローワークに専門相談員を設置して職業相

談を行ったり、通訳員の配置や通訳機の活用により、多言語での相談体制を整

備しているところです。 

また、事業主への雇用管理指導ですとか、セミナーにおいて制度改正の周知

などにも取り組んでいるところでして、下半期についてもこれらに引き続き取

り組んでいるところです。 

安定部からの説明は以上になります。 

○ 野田会長 

  ありがとうございました。 

 

４ 質 疑 

○ 野田会長 

 ただいま島根労働局の重点施策の実施状況と今後の取組について説明があり

ましたので、これから質疑に入りたいと思います。 

委員の皆様の忌憚のない御意見をいただきたいと思いますが、時間の制約も

ございますので、できるだけ簡潔に御質問をいただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

それでは、御質問、御意見がございましたら、どなた様からでも結構ですの

で、挙手をお願いいたします。 

福間委員、お願いします。 

○ 福間委員 

 失礼します。使用者側委員の福間でございます。 

初めに、労働局長様をはじめ、労働局におかれましては、日頃から労働行政

を通しまして広く県内事業者に対する御支援をいただいておりますことに、使
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用者側委員の立場として感謝を申し上げたいというふうに思います。 

私のほうから１点お伺いさせていただきたいというふうに思います。 

ハラスメントに関する件であります。本日、先ほどの説明の中でも、ハラス

メントのほうに対する説明があったかと思うんですけれども、その中でもカス

タマーハラスメントに関することでございます。たまたまなんですけれども、

明日、私が所属しております島根県経営者協会と、松江商工会議所で共催で、

カスハラ対策のセミナーを予定しているんですけれども、１００名を超えるお

申込みをいただいているところでございます。このようなことからも、このテ

ーマに対する関心の高さを感じているところでございます。 

最近、東京都をはじめとして、地方自治体において、いわゆるカスハラ防止

条例なども制定されるという動きが加速しているようにも併せて感じておりま

す。カスハラについても、ほかのハラスメントと共通するように、その線引き

が難しいというふうに言われておりますけども、そのような中で、カスハラに

よる会社の負担といいますか、被害といいますか、まさにそのような状況に直

面をされている労働者の方の精神的なものはあるかと思うんですけれども、ひ

いては企業の生産性に大きく関わってくるということはよく指摘されてるとこ

ろかなというふうに思っております。 

そこでなんですけれども、いわゆるパワハラ指針の中で、カスハラに対して

事業主が取るべき望ましい対応等が盛り込まれているかというふうに思ってい

るんですけども、その辺りも含めまして、厚生労働省ないし労働局としてのこ

のカスハラに対する御認識、それから、省内における法整備の動き、また、今

後、事業者、それから働く方々への行政としての取組支援策等ございましたら

教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○ 鈴木雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室の鈴木です。ただいまのハラスメント対策の件で御相談、

御質問、ありがとうございます。 

カスタマーハラスメントにつきましては、仰るとおり、東京都で条例も作ら

れていますし、あと、社会的に大きな問題となっておりますので、今年度、厚

生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、カスタマーハラスメ

ントですとか、就活生に対するセクハラの対策の在り方につきまして議論が行
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われており、法改正を含めて検討している最中でございます。もし法改正とい

うことになれば、来年の通常国会に向けて改正法の案などを提出すると思いま

すけれども、今後、引き続き注視してまいりまして、また新たな情報がござい

ましたら、情報提供させていただければと考えております。以上です。 

○ 福間委員 

 ありがとうございました。 

○ 野田会長 

 ほかにございましたら。 

  景山委員。 

○ 景山委員 

 連合島根、景山です。私の立場からも、県内の労働者が安心して働ける環境

づくりに向けて、様々施策等々でフォローいただいておりますことに大変感謝

を申し上げる次第でございます。 

何点かあって、あと３０分で言えるかなというぐらいなんですけれども、ち

ょっと絞らせていただいて、言葉足らずになるかもしれませんが御意見申し上

げたいというふうに思っております。 

初めに、賃金等々についてでございます。我々の給与や最低賃金もどんどん

上がってきているという、周りの環境も含めてそうなっているわけですが、政

府は２０２０年のうちに１，５００円という最低賃金を目標値に掲げられまし

た。また、先の総選挙の中でも、そういったことを口々に言葉にされる候補者

もありまして、また政党もありまして、その裏づけについては非常に労働者と

しても疑問に思ったところであります。 

そういう中で、直近、首相の発言からは、厚労省に対して早急にこの最低賃

金の引上げに向けた施策に対する案を取りまとめせよというふうなことも出て

いるわけですので、島根労働局として、現在、検討されていることがあればお

伺いをしたいことが１つ。 

そして、最低賃金は、各県の審議会の中で公労使がそれぞれの立場で審議を

し、それが法律として島根県内に波及されるというものであるというふうに思

いますが、今年度の事例を見ますと、ちょっと言葉は悪いですが、知事の介入

があったように思っておりまして、とりわけ岩手県と徳島県については、それ
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ぞれ行政の様々な口添え等々があって、本来の審議に至らなかったのではない

かというふうなことも懸念をしているところでございます。幸いにも島根県に

おきましては、公労使それぞれの立場で公平、公正な審議が行われたものとい

うふうに思いますが、今後、引上げが急激に行われるということに対して、行

政の立場からの違った意見が出てくることに対しての懸念というのは、やはり

審議会としても持っているのではないかというふうに思っておりますので、こ

の中立性の担保については、今後も引き続き島根労働局のほうできっちりと管

理をしていただきたいとも思っておりますし、必要があれば労働局長と島根県

知事などの対談等も定期的に行われながら、そのことの理解も求めていただき

たいというふうに思っております。 

それから、島根県版の政労使会議が２月に予定をされるというふうに伺って

おります。昨年に引き続きということで、昨年は９者による合意文書が出され

て、共同宣言なるものをされました。また、この共同宣言の中では、パートナ

ーシップ構築宣言を増やしていくんだということを確認されておりますけれど

も、現在、それが島根県内では２１２社のみにとどまっているということです

ので、全国４７都道府県を見ても極めて低い水準であるというふうに思ってお

ります。やはり価格転嫁がしやすい世の中を作っていくためにも、こういった

宣言というのは各者において引き続き推進をしていただきたいと思いますので、

このことに対する島根労働局の御努力を求めたいと思っております。 

それから、働き方のところですが、今年から、適用除外であった業務が全て

時間外労働の上限規制が撤廃をされたということですが、我々が特に知る労働

者の中では、特に建築関係では、入札制度ですね。労務費の価格転嫁は確実に

行われてきているんですが、そのことで単価は上がっているけれども入札は低

いほうを取られる。一般的なことですよね。このことと、公共工事等の工期の

問題。これが働く時間に密接に関係をするわけでありますし、また、労働者の

収入にも関係するということで、この辺についてはいろんな問題が起きている

というふうに認識をしておりますので、懇談会等これからも計画をされるとい

う中では、特にその点についてフォローをお願いできればと思っております。 

それから、運転に関わる業務、これは特殊な今まで賃金体系のとこが多くて、

ＪＲさんですとか、トラックですとか、バスですとか、こういった運転業務と
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いうのは、結構手当体系で収入を担保するというふうなやり方が非常に多くて、

所定内賃金をなかなか上げてきてない職種が多いんですよ。ですので、今、次

のこの改定によって、それぞれが守っている労働時間に照らし合わせると収入

が激減しているということから、職場を替えられる、仕事を辞めるという決断

をされる方が非常に今年は多かったというふうに思っておりますし、そういっ

た意味での相談も我々のとこにはありますので、労働局としても、この点につ

いて調査をして、対策できる限り打っていただきたいなというふうに思ってい

るところでございます。 

それから、最後に、多様な人材の就労のところでありまして、昨年から障害

者雇用の向上に向けて学校の訪問等をしていただいておりまして、他県にはな

い事例だというふうに思っておりますので、非常にありがたく思っているとこ

ろでございます。 

また、外国人の就労環境についても、着実に改善をしていただいているとい

うふうに思っておりますけれども、私としては、まだまだ足りていないという

ふうにも思っています。島根県は、他県に比べて、古くから少子高齢化という

波の中で、高齢の方が働き続けられる環境については、データで示すように、

向上してきたというふうには思いますが、いずれ早いうちにこの方々が離職を

されるという時期が迫ってまいりますと、より外国人の方や、それから障害を

お持ちの方に社会の中で活躍していただくという、そういうシステムをつくっ

ていかなくてはならないのが島根県だというふうに思っております。外国人雇

用の中では、昨今はベトナムにルーツを持つ方が一番島根県内でも多いという

ふうに聞いておりますけども、この方々の文化等に照らして、働きやすい環境

をつくっていただくことを求めたいというふうに思います。 

また、今日、谷口社長もいらっしゃいますけれども、ブラジルの方がやはり

出雲地域を中心にたくさん来ていただいていて、我々、同じ住民としても、い

ろんなことで協力なり、連携を取っているわけですけれども、１点だけ、学校

に進む、進学する、事教育に進む場合のハンディキャップがあるということで、

これは島根県等にもお願いをしているとこなんですけれども、そこで学校に行

ったけれども、退学を余儀なくされる生徒さんも多いというふうに伺っていま

す。その方や、また離職をされた方等々の対応がもう一歩進められないかとい
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うふうに思っておりまして、これは特に学校関係との協力、ハローワーク等の

協力というふうなこともありますけれども、取次ぎがうまくいってないのでは

ないかというふうに感じております。 

ですので、より連携をしていただいて、一人でも多くの若者、あるいは離職

者の方が島根県内のいろんな企業で一緒に働ける、そういう社会をつくってい

きたいと思いますので、御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

長くなりましたけれども、以上です。 

○ 松井労働基準部長 

 ありがとうございます。労働基準部長の松井でございます。 

何点か基準行政の関係で御指摘あったかと思います。 

 まず、最低賃金１，５００円ということにつきまして、局としてどういった

ことを考えているかということでございますが、先ほどもちょっと申し上げま

したが、今回も、昨年に引き続きまして、非常に高い最低賃金の伸びというと

ころでございます。労働局といたしましては、先ほど申し上げた業務改善助成

金、キャリアアップ助成金、こういったもの、そのほか多数賃上げのための働

き方改革推進助成金といったような各種助成金ございます。こういった助成金

の周知といったことを含めまして、皆様が最低賃金引き上げられる環境に資す

るといったような形で進めていきたいと考えております。 

 また、最低賃金の決め方につきまして、中立性を確保といったような話があ

ったかと思います。最低賃金につきましては、今、景山委員が仰ったように、

最低賃金法でも、そのような地域の実情に合わせて、公労使それぞれの協議の

下ということで決められるということになってございます。こちらにつきまし

ても、当然、中立性、公労使の協議の中で決まっていくというふうに考えてお

りますので、その辺り、引き続き中立性の確保に努めていきたいというふうに

考えているところでございます。 

また、政労使会議で価格転嫁といったような話があったかと思います。価格

転嫁につきましては、同じく最低賃金の話の中でよく出てくる話でございます

が、価格転嫁が進んでいないといったような、とりわけ中小企業様におかれま

してはなかなか転嫁が進まないといったようなところがございます。こちらに

つきましては、公正取引委員会などと共同しながら、適正な価格転嫁が進めら
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れるように取組を行っていきたいと、このように考えているところでございま

す。 

また、上限規制の適用除外について話があったかと思います。こちらにつき

ましても、建設業につきまして、単価は上がっているけれど入札、といったよ

うなことで、なかなかそこが反映されてない場合があるじゃないかといったよ

うな御指摘だと思いますが、仰るように懇談会等いろいろございます。フォロ

ーしていきたいというところでございますので、引き続き御支援いただければ

と思っております。 

また、運送業につきまして、非常に手当が多いという業界の特殊性があると

いったような御指摘ございました。こちらにつきましても、なかなか手当で賄

ってきた部分がございまして、給料が上がっていないといった、こちらについ

ては御指摘のとおりの認識、業界の特殊事情といったようなものがあるという

ことは、島根労働局につきましても認識しているところでございます。調査、

対策をというところでございますが、引き続きどういった支援ができるか、ど

ういったことができるかにつきましては、調査、検討を続けていきたいと、こ

のように考えるところでございます。 

○ 鈴木雇用環境・均等室長 

  雇用環境・均等室の鈴木でございます。 

今の回答に補足しまして、賃金引上げに対する施策として、重要なものとし

て業務改善助成金がございますけれども、基準部と雇用環境室が連携して行っ

ております。業務改善助成金につきましては、最低賃金の引き上げに対しての

重要施策といたしまして、令和７年度、来年度の概算要求におきましても、業

務改善助成金の予算額を約８億から22億円へ３倍か程度引き上げているなど、

重点化を図るという方向で進められておりますので、補足としてお伝えいたし

ます。以上です。 

○ 永沢職業安定部長 

 私のほうからは、障害者と外国人の関係でお話をさせていただきます。 

景山委員のほうから、現在、人手不足というところもありまして、障害者で

すとか外国人の方に働いていただく、一緒に働いていくということがこれから

多くなるし重要であるというところで、御意見をいただいたところです。 
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先ほど、障害者の説明のときに細かく触れなかったんですけれども、今、労

働局のほうで障害者の受入れ側の支援というところで、職場で受け入れる応援

する方の養成ということで、仕事サポーター養成講座というものを実施してお

ります。一応、オンラインでの開催などもしておりまして、参加者は結構集ま

っていただいているところでございます。やはり障害者が働いてもらって、さ

らに定着してもらうというところに関しては、ハローワークの就職支援だけで

はなくて、働いた先でどうやって受け入れていくかというところが大変重要だ

と思いますので、そういったところにも引き続き力を入れていきたいというふ

うに考えております。 

次に、外国人の部分なんですけれども、年々外国人労働者の数が島根県内で

も増えている状況でございます。こちらもやはり受け入れる側への支援という

のが大変大事だと思っていまして、職場だけでなく地域として外国人をどう受

け入れて一緒に生活していくというところになってきますので、ハローワーク

としては、就職支援、雇用管理の支援というところが大事なところになってく

ると思うんですけれども、関係する機関も多くございますので、島根県等とも

連携をして、しっかり対策をしていきたいというふうに思います。 

また、進学にハンデがあったりとか、退学した後どうするのか、離職をした

後どうするのか、そういった困っている人の把握みたいな取次ぎがうまくいっ

ていないというところがあると思いますので、そちらも適切に把握ができるよ

うに、必要な支援がきちんと届くようにということで、ハローワークとしても

積極的に取組をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○ 岩見局長 

最後に、私のほうから。 

最賃審の在り方に関しましてでございますが、私ども行政官としましては、

行政手続というものも、これはもう本当に基本中の基本でございます。最低賃

金の決定に当たり、その審議会に諮問をして答申をいただくという趣旨ですね、

中立性の確保というところに最大の眼目があるんだというふうに思っておりま

すが、そういった行政手続というのは、我々は徹底して遵守していかなければ

ならないというふうに思っておりますので、言い方も難しいんですけれども、

他県の事例を見て思いを強くしたところでございます。 
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そして、景山委員のほうからも御示唆いただきましたけれども、当県におき

ましても、場合によりましては知事に直接、必要があれば御面談をしていかな

ければならないというふうに、今後にわたってはそういう必要もある。可能性

は非常に低いかなと、そういう趣旨での御面談は非常に可能性が低いかなと思

っておりますけれども、そこは行政手続の遵守という部分を我々は根底に据え

て動いていくということでございます。 

それがまず１点と、あとは、外国人と障害者の方々の、障害をお持ちの方の

雇用に関する関係ですね。これにつきましては、従前から、特に障害をお持ち

の方に関しては、いろんな事例の紹介をホームページでさせていただいており

ます。雇用するに当たって事業主が苦労された点、御留意されている点、どの

ようにケアしているのかといった様々な点について、もにす認定を受けた事業

所さんの各種事例をホームページにアップしております。そして、外国人の方

の雇用に関しましても、事業主の方々に、本省のほうでもハンドブックなどい

ろいろな資料を作っているんですけれども、改めましてそういった事例集です

ね、そういったものの、改めての周知を徹底していきたいというふうに思って

おります。やはり具体的に各会社さんがどのような取組をされているかと、具

体例をお示しするのが非常に肝要であるというふうに考えておりますので、そ

の部分にちょっと重点を置いて、今後、外国人の方、障害をお持ちの方の雇用

に関しては取り組んでいきたいというふうに思っております。以上です。 

○ 野田会長 

 よろしいでしょうか。 

○ 景山委員 

 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○ 野田会長 

 それじゃあ、松本委員お願いいたします。 

○ 松本委員  

公益委員の松本と申します。日頃から大変お世話になっております。ありが

とうございます。 

今回、事前に資料を頂きましたので、ちょっと見せていただいた中で気にな

る点についてお伺いしたいと思います。２ページ、くるみんの制度についてな
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んですが、せっかくいい制度とは思うんですけれども、なかなか職場に進んで

いない現状はなぜでしょうかというところです。多くの企業様がこれを取り入

れたい、もしくは取り入れていけるという制度でなければ、絵に描いた餅にな

るような気もします。実際のところ、どういう状況なのでしょうかということ

をお伺いしたいということと、それから、事業者さんに、これもいろいろ周知

するだけではなくて、働く側についても、この制度がある、これの認定を受け

ておられる会社さんは優良ですよと、働きやすい職場ですよということの周知

を広げていかれてはどうでしょうかと。このラベルがある、認定があるところ

で、積極的に就職をすると後にいいことがあるというか働きやすい職場であっ

たということが分かるような、そういった啓発をされてはいかがかなと思いま

す。 

それから、次に、ハラスメントのお話ですが、もちろんカスハラも本当に社

会的に深刻な話題だと思うんですけれども、実際の会社内におけるハラスメン

トについても少しやっぱり聞くことがまだあって、雇用主側としては、まさか

これはハラスメントではないという意識がまだまだおありのところもあるので

はないかということで、会社の雇主側に対しての啓発も必要だと思いますし、

それから、受けたほうも、それで泣き寝入りというか、御自身の中で完結され

るのではなくて、例えば相談する先があるよということを周知されれば解決し

ていくっていうこともあるのではないかと思いますので、お互い、両方に啓発

をされてはいかがかなということでお聞きしたいと思います。 

それと、もう一つ、これは、直接このお話のあったこととは関係のないこと

なのかもしれませんが、求職者と企業のマッチング機能の評価の関係でお聞き

したいことがございます。ネットなどを見ていますと、多様な働き方を望まれ

る方が増えてきまして、よくあるのは、スキルをつけて在宅で稼ごうといった

言葉があふれているように思います。ただ、リアルの現場では人手不足が深刻

で、また、就職されてもミスマッチで早く辞められるということもよくお聞き

します。子育てや介護など、フルタイムで働けない方、または在宅で働いてい

きたい方と企業を結ぶために、企業さんに従来どおり、業態ではなかなかリア

ルじゃないと働いていただけない職場もあるとは思うんですけれど、ちょっと

工夫をして在宅でも雇入れができるような取組を推進するというようなことを
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考えてみられてはいかがかと、お勧めするのはいかがでしょうか、ちょっと話

が替わるんですけれども、そういった大きく３点についてお聞きしたいと思い

ます。 

○ 鈴木雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室の鈴木でございます。 

今、松本委員から御質問ありました件につきまして、資料の２ページのくる

みんの制度の件数が少ないのではないか制度が難しいのではないかなどの御質

問いただきました。資料にございますとおり、くるみん、プラチナくるみんに

つきましては、全国では４，７４０社、プラチナくるみんにつきましては６７

５社ということで、ある程度の数字は上がっているかとは思うんですけれども、

島根においては、くるみん１８件とプラチナくるみん２件ということでござい

まして、くるみんの１８件というのは、全国で一番少ないということになって

おります。 

私、雇用環境・均等室に昨年度に配属されまして、島根の潜在的なものを考

えれば、全国で一番下ということはあり得ないんじゃないかということを考え

ておりまして、認定を増やす方向で進めているところでございます。話がちょ

っと前後しますけれども、くるみん、プラチナくるみん、その認定の制度自体

難しいということはもちろんございますが、それよりも周知・広報が行き届い

てないと、不十分であると、企業への浸透が不十分であるというふうに考えて

おります。それにつきまして当局では、ホームページの一番目立つところに認

定のバナーを貼りまして、すぐ目に届くところに掲載したり、あとは、くるみ

ん認定につきまして、会議とか企業訪問の際に資料を積極的に配るなどの取組

を行っています。そしてまた、質問のございました、例えば学生とかそういっ

た方にこの認定制度を周知して、認定を取っている企業がいいということを分

かるようにしたほうがいいのではないかということにつきましても、先ほど申

し上げたホームページの一番目立つところにバナーを貼ったり、あらゆる機会

を通じて周知・広報のほうに取り組んでいるところでございます。 

そして、ハラスメントにつきましては、今も色々なところで、例えばマスコ

ミでも騒がれておりますし、当室でもハラスメントに関する相談は、全体の半

分弱がハラスメントに係る相談でございます。それにつきまして、まず、ハラ
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スメントを受けた側に対する相談先につきましては、労働局のほうで相談窓口、

総合労働相談コーナーがございますので、そういったものを周知・広報してお

ります。そして、企業内で相談する先につきましては、各法律におきまして、

ハラスメントを受けた際に相談できる窓口を設置するよう定められておりまし

て、また、その相談窓口を社内に周知するよう義務づけをしております。そう

いった点につきまして、当室としても企業訪問などの際に履行確保がされてい

るかどうかということを確認しているところでございます。以上でございます。 

○ 永沢職業安定部長 

 先ほど御質問いただいた中で、求職者と企業のマッチング機能の強化の部分

の御意見ですが、確かに今コロナの関係もありまして、在宅勤務というのが割

と現実的に増えてきたし、会社のほうも意外とできるんだなというところが、

感覚的にはあるのではないかというふうに考えております。ハローワークの話

で申し上げますと、ハローワークで受け付ける求人の中でも、一定数は在宅勤

務を可能にした求人というのがございますので、在宅勤務を希望される求職者

に対しては、そういった求人を御案内することもできますし、あと、ハローワ

ークから求人者に対して、求人条件緩和の御提案というところも支援のメニュ

ーの一つとしてはございますので、相手先の会社にもよりますけれども、求職

者の希望に応じて、状況に応じて在宅勤務の提案をしてみるということはでき

るかもしれません。 

あと、リアルの現場では、せっかく就職してもミスマッチが生じているとい

うふうな御意見でしたけれども、一応、ハローワークにおいては、そういう求

人者側に対して、こういう求人であれば求職者の方にとって魅力ですよという

ところを提案させていただいたり、求職者に対しては、今就職するためにどう

いった課題を持っているのかというところをお話しさせていただいて、適切に

マッチングをしていくというところを心掛けておりますので、個人の状況には

よるんですけれども、今後ともそういう求人・求職のマッチングというのが適

切に行われるように力を尽くしてまいりたいと考えております。 

あと、企業への働きかけの部分なんですけれども、一応、厚生労働省のほう

でもテレワークを推進しましょうというところで、良質なテレワークを推進す

るという立場ではありますので、中小企業事業主向けの支援策ということで、
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人材確保等支援助成金のテレワークコースというのがあります。テレワークの

導入によって人材確保とか雇用管理改善などの効果を上げた場合に助成をする

ものですが、こういう支援策もございますので、こういったものの周知などに

も努めまして、引き続き、多様な働き方を望む方のニーズに応えていきたいと

いうふうに考えております。 

○ 鈴木雇用環境・均等室長 

 先ほどの説明に補足しまして、資料の３ページですけれども、先ほど、くる

みんの認定が進んでいないということで、えるぼしも島根県は上半期の時点で

９社でございまして、こちらも全国のほうで、一番下ではないんですけれども

低いほうでございました。今年度は力を入れてやっておりまして、10月末時点

で１１社の認定をさせていただいて、鳥取県には並んでいるところでございま

す。 

えるぼし、くるみんにつきましては、皆様におかれましても認定の周知など

に御協力いただいて、是非どんどん増やして、こういった女性が働きやすい会

社ですとか、仕事と家庭の両立がしやすい企業が増えれば、県外に出た例えば

学生とかが、こういった認定を受けている企業が島根県は多いんだなというこ

とで戻ってきてくれる可能性なども、例えばですけれどもあったりすると思い

ますので、認定企業の増加にまた御協力を賜ればというふうに考えております。

以上です。 

○ 岩見局長 

 すみません、私からも。総括と補足でございますけれども、まず、くるみん

の認定の基準そのもの、ちょっとなかなか難しいんではないかというお話につ

きましては、これは、地域の実情ということも併せまして、本省の雇用環境・

均等局、担当部局に、担当部署に、地方労働審議会でそういう御意見が出たと

いうことは伝えさせていただきます。 

それで、これは私の拝察も入るんですけれども、確かに認定をすることによ

ってそういう機運の醸成を高めていくという、それが一つ認定の狙いであろう

かとは思います。片や、地域の実情を勘案しつつ、様々な都道府県によって、

様々な考慮要素を加味して基準に合理的な差異をつけていくという、それがで

きれば一番本当にいいなというふうに私も思うんですが、どういう要素を考慮
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していくかとか、合理的な差異をつけるというところがなかなか本省も苦慮し

ているんじゃないかなというふうに思っております。現状、ある一定のところ

で画一的な線を、基準上、引かざるを得ないのかなというふうに思っておりま

す。ただ、松本委員の先ほどの御意見はもっともな部分かなと、私も認定する

ことで機運の醸成というのはすごく、例えば、認定式の前後に事業主の方とお

話しするときに、やはり皆様、認定を受けられる企業様は本当に、もちろん意

識が高い会社さんなんですけれども、先ほど室長からも話ありましたけれども、

島根県の中で潜在的にはまだ眠っているんじゃないかなということで、認定式

の前後の懇談の中で、是非、同業他社さん、同業者さんに限らず、そういう地

域の集まりなり業界、業界を超えた集まり、そういう機会を捉まえて、こうい

う認定がありますよと、あと、認定を受けることによるインセンティブも是非

評価してくださいという話をしております。そういう面でも取組を進めていき

たいというふうに思っております。それがまず１点でございます。 

あともう１点は、本省から情報提供もあったということで、簡単に御紹介を

したいということなんですけれども、マッチングについてでございます。ハロ

ーワークのマッチングについてですけれども、既に国会の場でも、１２月３日

の衆本会議におきまして、総理大臣に対して、これは公明党の斉藤鉄夫議員か

ら、高齢者が活躍しやすい環境整備という切り口で御質問されているんですけ

れども、人生１００年時代を見据えて、いろいろ働きたい思いはあるけれども、

ハローワーク等でのそういう対応に不満を感じている声も耳にするというとこ

ろから御質問が始まっておりまして、この部分は高齢者に関する切り口で始ま

っているんですけれども、斉藤先生が、先般、ハローワーク墨田、東京の墨田

区のハローワーク墨田を御視察されたときに、個々人の事情に寄り添った伴走

型支援、マッチング支援を行っていると。一例を挙げると、高齢のお母様を介

護されている利用者ですね、求職者に対しまして、担当者が面談を重ねながら

本人の希望を踏まえて仕事を提案するだけではなく、事業者に対してもそうい

った実情を話した上で、きめ細やかに紹介をするなど、手厚い支援を行ってい

るというのを見たと、手厚い支援を行った。そして、その結果、採用に結びつ

いている事例というものもあることを御視察で知ったと。こうした丁寧な対応

について、今後もよろしくお願いしたいという御質問をいただいております。 
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このような取組を全国に広げて、ハローワークの機能強化を図るなど、そう

いったことを考えてはいかがかという御質問に対しまして、石破総理から、現

在、ハローワークの専門窓口において、求職者の就労経験等を踏まえて再就職

支援を行うなど、丁寧な支援に取り組んでいると。その御指摘をいただいたハ

ローワーク墨田におきましては、課題解決型、伴走型の支援モデル事業を行っ

ているということで、これは、モデル事業として既にもう幾つかのハローワー

クで試行しているということでございます。ですので、我々も、この支援モデ

ル事業の中身をもう一度精査、確認しまして、現行の運用の中で、さらに今の

マッチング業務に取り入れられる部分ですね、さらにきめ細やかなマッチング

をどうすればやっていけるかというのは、このモデル事業を参考にまた追求し

ていきたいというふうに思っております。 

先般、総理大臣からそういう御発言があったと。ハローワークのそういうマ

ッチングの在り方について、そういう御発言があったという御紹介と、その答

弁を踏まえて、さらに当局でも運用上取り組んでいきたいというお話をさせて

いただきました。すみません、長くなりましたが以上でございます。 

○ 野田会長 

 ありがとうございます。 

  ほかにありましたらお願いします。 

○ 松村委員 

  山陰中央新報、松村と申します。 

先ほど、えるぼしの話が出ましたので、一つ、私もちょっと気になっていた

もので１点だけ聞かせていただければというふうに思います。 

女性活躍、非常に新聞社というのは、逆に足を引っ張っているような業種で

ございまして、非常に心苦しく聞いておりましたけれども、この中国５県の数

字だけを見ると、単純に人口比でいうと、鳥取、島根が反対で、岡山と広島が

反対なんだろうなと思いつつも、岡山がえらく多いというのは、これは何か特

殊事情といいますか特別な取組をなさっているのかということを１点お願いし

ます。 

○ 鈴木雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室の鈴木でございます。 
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松村委員からの御質問につきまして、人口規模とか企業数で考えれば広島県

のほうが多いので、広島県のほうが認定数が多くなるのではないかという御指

摘だったと思うんですけれども、この認定につきまして、中国地方だけではな

くて全国的に見ても、人口規模ですとか企業数に比例して認定数が多いかとい

うと、そうではないところも多々ございます。その原因につきましては、労働

局の働きかけ、周知・広報ですとか、認定の可能性が高い企業の発掘ですとか、

そういったものが積極的に行われているということがまず一つあると思います

し、あと、その県の企業様がそういった取組に対して積極的なところがたまた

ま多いということもあるのではないかというふうには思っておりますが、やは

り、一番は、労働局の働きかけの多さというか、そういったところに行きつく

のでないかというふうに思っておりますので、当局にしましても、職員一丸と

なって対応して、どんどん増やしていきたいなというふうに考えております。 

○ 野田会長 

  どうぞ、お願いします。 

○ 河野委員 

 小川鉄工所の河野と申します。 

先ほど、岩見局長さんのお話は、これからもう本当に向き合っていかないと

いけないと思っています。老老介護の問題もですが、ヤングケアラーがどんど

ん増えてくる、高齢化になって子供が年を取ってもいますから、お互いにリス

クがかかって、これは真っ向から向き合っていかないと、企業としても本当に

心配なことで。高齢者の活用については、前回もエイジフレンドリー補助金と

いうのを拡充していただきまして、すごく積極的に取り組んでいただいて、本

当に感謝しております。 

今のこういった高齢化に併せて、賃金も上げていかないといけないというと

ころでは、高齢者もやはり技術を持っておられるので、アルバイトでも賃金が

高くなっていくんですよ。先ほど景山委員が言われたように、１，５００円が

目標っていうのは皆さん周知されているとおりなんですが、これを２０２０年

代の間でやってしまうとなると、１年の上がり幅がすごく大きくなって、今の

タイミングでお聞きしていいのかちょっと私も知識不足なので分からないんで

すが、うちの業種は、汎用機械というところに当たりまして、そうすると、こ



－32－ 

の効力発生というのが、大体、毎年このぐらいの時期なんだろうなというのは

分かるようになってきたんですけれど、どこの業種もばらばらなんですよね、

効力発生日が。上がり幅についても、やはり毎年差があると思うんですけれど、

そこの認知を持ってして今の業務改善の助成金なり、働き方改革の助成金なり

も活用したいと思うのですが、その助成金が使える時期と、また、上がるとい

う時期がすごくぎりぎりになって、何というか、使う時期がなかなか思った時

に、ぱっと、助成金を申請しづらいのではないかという思いがしていまして、

そこら辺の調整を少ししていただけるともっと使いやすくなるのではないかと

いうことと、この効力発生日というのが何か理由があるんでしょうか。これが

ちょっと分かってなくて。 

それと、局長さんにお願いがあります。私の個人的なことなんですけれど、

先ほど、人生１００年ということで、うちの企業も細々とやっと１００周年を

今年迎えることができまして、今年の１月に１００周年が、やっと何とか越え

れそうなので、私もまた前向きに頑張っていこうと思うんですが、島根県でも

１００周年企業ってあまりたくさんないのではないでしょうか。江津市も１０

０歳になった方は賞状がもらえるんですが会社はない。今後、私どもの地域も、

西部も本当しんどいときに入っていますが、今度１００周年超えるんですって

言われる企業さんもちらほら増えてきまして、もうそういう時期に入ったんだ

と。私ももう会社に入って３０年ぐらいになるので。それと、使用者さんには

何か表彰がありますね。社長さんには表彰はないんだなって。私、父が六十何

年ずっと在職なんですけれど、私一人、お父さん、頑張ったね、頑張ったねと

言っているような気がして、やはり、公に認められるというのは高齢者にとっ

てすごく力になりますし、もちろん若い人も大人に認められるということが自

信につながると思うんです。是非とも、島根県だけでもいいですから、そうい

う制度を何か、小さい取組でもいいのでしていただけると、企業としてもあり

がたいのではないかなと思いまして、この場を借りて、お願いいたします。 

○ 松井労働基準部長 

 労働基準部長の松井でございます。 

先ほど、特定最低賃金の関係でお話しいただいたかと思います。効力発生日

がばらばらじゃないかというような話でございますが、特定最低賃金につきま
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しては、県の最低賃金が終わった後に各々の業種、今回５業種でございますが、

公労使集まりまして、同じように審議会を開いているところでございます。審

議会につきましては、各業種によって専門部会というところで公労使議論した

上で答申いただいているといったようなことがございまして、各業種でやって

いる都合上、その期間が、議論の進捗によってばらばらというか、ばらつきが

あるということで、実際に答申いただいてから、官報公示、そして効力発生と

いう手続になりますので、そういったところで多少効力発生日にばらつきがあ

るという状況が理由になるかと思っております。 

また、助成金の使える期間と特定最低賃金の効力発生の期間、こちらのほう

が非常に短いというか厳しいといったような御指摘があったかと思います。こ

ちらにつきましても、効力発生日につきましても、なるべく早く前倒しとは思

っておりますが、先ほど申し上げたとおり、公労使、御協議いただいて答申い

ただくというところで、一定程度、また先ほど申し上げた手続上、官報公示か

ら３０日経って効力発生という、どうしても一定程度手間がかかってしまうと

いうところにつきましては、御了承いただければと思っております。助成金に

ついて、非常に期間が厳しいといったようなお話、御要望につきましては、本

省に要望といいますか、こういった御意見があったと報告していきたいと思っ

ております。以上でございます。 

○ 岩見局長 

先ほど仰った件で、要は、働いていらっしゃる方ということでございますか

ね、１００周年を迎えたと。まず会社さん。 

○ 河野委員 

 会社として創業から１００周年迎えることができたということで。 

○ 岩見局長 

 労働局長名でよければ。そこら辺のところは、運用上どうかですが。 

○ 河野委員 

 是非とも。 

○ 岩見局長 

 本当に前向きに考えさせてください。 

○ 野田会長 
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 前向きにという回答がありました。 

 皆さん、ほかに何かありますか。 

○ 宮本委員 

 島根大学の宮本でございます。よろしくお願いいたします。 

 先ほど出ております、えるぼしとくるみんの認定なんですけれども、実は私、

授業のほうで、学生さんの授業の一環の中で説明をしております。就職先を選

ぶ際の一つの重要な要素になるということで。これからも労働局様のほうでも

周知を考えておられるということなんですけれども、かなり関心が高いのかな

というふうに実感しておりますので、是非進めていただけるといいかなと思い

ます。特に、女子学生だけではなくて、最近、男子学生の方も、企業を選ぶ場

合に賃金だけではなくて、やはり働きやすさですとか、将来的なことを踏まえ

てということで考えておられる学生さんは非常に多いなと思っておりまして、

特にくるみんですね、非常に関心が高いなというふうに実感しておりますので、

お知らせさせていただきたいと思います。 

あと、もう１点なんですけれども、労働者の雇用の確保に関連しまして、現

在、介護事業所の倒産が過去最高という情報を得ておりまして、全国的にとい

うところなんですけれども、島根県内の状況がどのような状況であるのかなと

いうのを少しお聞かせいただけたらと思います。あわせて、フリーランスの方

も、今非常に副業、兼業も含めて増えているという状況の中で、是非当事者の

方、本人の方に情報をできるだけ届けるような策を推進していただければとい

うふうに思います。組織に所属しているといろいろな情報がやはり入りやすい

と思うんですけれども、１人で、単独で個人となると、なかなか情報を入手す

るのが難しいと思いますので、その辺、大変難しいと思いますけれども、当事

者の方にできるだけ届けられればいいなというふうに思っております。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○ 鈴木雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室の鈴木です。 

宮本委員におかれては、大学においてえるぼしとくるみんを周知いただきま

して、誠にありがとうございます。こちらも頑張って進めてまいりたいと思い

ます。 
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それと、フリーランス新法につきまして、委員の仰るとおり、その周知、フ

リーランスの御本人の方への周知というのはなかなか難しいということで、ネ

ットニュースになりますけれども、数日前に、フリーランス新法について、フ

リーランスのＩＴエンジニアに調査したところ、７割が知らないという記事も

ございましたので、やはりあまり浸透してないのかなというふうに考えており

ます。 

島根県につきましては、フリーランスは大体本業で８，０００人程度いらっ

しゃいますが、ちょっと考えているのは、関係する業界団体のほうに出向いて

法律の周知の依頼をするとか、あとは、やはりホームページになってしまうん

ですけれども、労働局のホームページのほうで既に見やすいところにバナーを

貼ってはあるんですけれども、さらに目立つところに貼らせていただきたいな

というふうに今思いましたので、引き続き取り組んでまいりたいというふうに

思っています。ありがとうございます。 

○ 永沢職業安定部長 

 介護事業所の解散状況なんですけれども、すみません、労働局ではそういう

数字を持ち合わせてなくて、御案内ができないんですけれども、介護事業所で

の人手不足というのはすごく聞いているところで、地域に幾つか介護事業所が

あって、そこで人の取り合いみたいなことになってしまっているというところ

があるので、少なくともそういう人手不足という部分で介護事業所が立ち行か

なくなるというところがないように、ハローワークのほうでできる支援という

のはしっかりさせていただきたいというふうに思っております。 

○ 野田会長 

 ありがとうございます。 

 先ほど宮本委員から質問あったフリーランスのこと私も実はお聞きしたくて、

やはり周知が必要なんですけれども、資料のほうには、この下半期の取組のほ

うで、フリーランス法の施行に伴い、各種説明会等での当該法の周知・啓発を

行うというふうに書かれていますので、もし何か具体的な取組だったり決まっ

ていることがあれば、教えていただければと思います。 

○ 鈴木雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室の鈴木でございます。 
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フリーランス法につきまして、１１月施行でございましたので、年度当初か

ら様々な機会を通じて周知・広報を行ってきてはいるんですけれども、先ほど

申し上げましたとおり、やはりフリーランスの方である御本人まで直接アプロ

ーチのほうは難しいということで、取りあえずあらゆる機会を通じて周知・広

報のほうをしてきたという状況にございます。 

下半期につきましては、直接的なアプローチではないのですが、働き方支援

センターという委託事業ございますので、そこでの説明会で周知するとか、改

正育介法、次世代法の説明会を県内４か所で６回、オンラインで２回予定して

おり、多くの企業の方が参加していただきますので、そこでも周知を考えてい

ますし、あとは、やはりフリーランスに関係の深い業界団体のほうにアプロー

チして、周知のほうを頑張っていきたいというふうに考えております。 

○ 野田会長 ありがとうございます。 

８，０００人という数字があったというのは、労働局のほうでも対象者を把

握をされているということですね。ありがとうございます。 

ほかにありましたら 

○ 谷口委員 

 使用者代表委員をさせていただいております谷口といいます。 

普段、労働行政に関する御指導、御尽力、本当にありがとうございます。 

私からは、先ほど景山委員からもコメントいただいたんですけれども、外国

人労働に関してお礼とお願いというより、コメントに近いレベルなんですけれ

ども、させていただきたいと思っています。 

まず、お礼からなんですけれども、ハローワークにおける外国人対応であっ

たり、あるいは、外国人雇用管理アドバイザーという切り口で御支援をいただ

いておりまして、本当にありがとうございます。 

業務概況の５２ページ目を見ますと、１番がベトナム人、２番目がブラジル

人、３番目がフィリピン人という順番になっているんですけれども、先ほどの

外国人雇用管理アドバイザーであったりとか、そういういろんな取組をしてい

ただいてるとは思うんですけれど、文化を理解するような、単に言語の壁だけ

じゃない、土台となる常識に近いような部分を埋めるような切り口で支援をい

ただけたらありがたいなと思っているのが１点目です。 
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我々、ベトナム人実習生、技能実習生ゼロなんですけれども、ベトナムに関

係工場ございまして、そこの社員と会話する場面も多いんですけれども、突然、

ほぼ初対面なんですけれど、年齢を聞いてくることが多くて、いきなり初手か

ら年齢聞いてくるんだなと思ってたんですけれども、ベトナム人って、ｈｅ、

ｈｉｓ、ｈｉｍとかｓｈｅ、ｈｅｒ、ｈｅｒという代名詞に、性別に加えて年

上か年下かというのをさらに使い分けている、そういう言語で、年上を敬う、

そういうものが言語にも織り込まれているような文化で、向こうにしてみたら

失礼があってはならないように、年上か年下かというのを最初に聞いてくるん

ですけれども、そういうものが常識としてない我々にとってみると、ちょっと

失礼に感じてしまうような場面もあって、何かそういうところをしっかり織り

込んだ上での応接にならないとお互いハッピーにならない部分もあるので、そ

ういう文化を理解するというのがこういう取組ですごく大事かなというふうに

思った次第です。 

２点目なんですけれども、我々、日系ブラジル人の皆さんだけなんですけれ

ども、前もどこかでお伝えしたのかもしれませんが、地域の担い手、経済の担

い手という、あるいは労働不足を補うという視点で、出雲市だけで見ますと、

出雲市の人口の減少をブラジル人の増で補っていまして、出雲市だけで見ると

約１７万人の人口がフラットに維持されているという形にはなっています。こ

こには、景山さんからも言っていただいた地元自治会の皆様の御協力も非常に

ある部分ではあるんですけれども、前もどこかでお伝えしたかもしれませんが、

家族持ちの方が結構、島根県を選んでくださるということが多いです。ブラジ

ル人のコロニーは、自動車産業が発達している東海地区にあるんですけれども、

そういったごみごみしたところ、ごみごみとの言い方よくないですね、どうい

うんですか、ビジーな環境の生活地域を選ばずに、あえて島根県を選ぶという

方が多くて、家族持ちはいろんな意味で安定している層で、地域の皆さんの理

解も得られるという、そういういい方向に回ってきています。 

そこには小学校、中学校の学校の先生、教育委員会の皆さんの協力もあって、

より教育しやすい環境になっているというのもあるんですけれども、御指摘い

ただいたように、高校のところで中退、あるいは就活が難しいというようなと

ころもあって、義務教育ではないので何ができるかというのは難しいんですけ
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れども、そういった、島根で育って、また母国のブラジルに帰って、家族持っ

たタイミングでまたこっちを選んでもらえるような、中長期で見ていったとき

に労働力の不足を補って地域経済を回していくような、そういう活動をしてい

くためには何が必要なのかというのを島根労働局さんの切り口ででも見ていた

だいて、御支援いただけたらありがたいです。以上です。 

○ 永沢職業安定部長 

 御意見いただきありがとうございます。 

まず、１点目の文化を理解して支援をというところで、やはりいろいろな国

の人が入ってくると、その国それぞれの文化があると思いますので、なかなか

こちらも、労働局も厚労省も、言語の壁というところは真っ先に気にするんで

すけれども、そういった人との関わり合いの中でどういったところを重要視す

るかとか、そういった文化の部分というのは、当事者にとってはすごく大事な

部分なんですけれども、なかなか見落としがちというか、そこまで目が行き届

いてない部分もあるのかなというところがございまして、ただ、すごく重要な

問題だと思いますのでそこは今回の御意見を踏まえて、よりよく外国人の雇用

が進むよう、円滑に雇用支援していけるようにということで考えたいというふ

うに思います。 

あと、２点目の日系ブラジル人の方のお話ですけれども、出雲地域の人口維

持にも寄与していただいているというところで、労働力として、より重要にな

ってくるというところで、今のお話を聞いていて確かにそうだなと思ったのが、

今は島根県で生まれ育った若者が大学で東京に行った後に就職で島根県に戻っ

てきてほしい、または、一度県外就職した場合でも最終的には島根県に戻って

きて就職してほしいということで地域雇用対策に取り組んでおりますが、同じ

ようなことが外国人にも言えるのではないのかなと思いまして、島根県で育っ

た上で、働くときにまた島根県で働いてもらうというところまでうまく回って

いくように、労働局としても取り組んでいきたいと思います。御意見ありがと

うございました。 

○ 野田会長 

 それでは、あとお一方ぐらい、時間的に可能だと思います。 

  乗本委員、お願いします。 
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○ 乗本委員 

 三菱農機労働組合で執行委員長をしています乗本でございます。 

ハラスメントのところなんですけれども、この右上の表を見ますと、相談件

数、パワーハラスメントがやたら多いなというように感じております。労働相

談に関する件数でいうと、全国的に見てもハラスメントが２割を占めるという

ことで、一番多いというように聞いておりますが、ただ、このハラスメント、

相談件数の割に是正指導や紛争解決等が非常に少ないということで、何でかな

と思うんですけれども、もう、すぐに、きつい言葉で言うとハラスメントだと

言われるような状況、環境になっているのかなと。私が若い頃は、ハラスメン

トは普通、指導という言葉に置き換えられていたんですが、今の時代そういう

わけにもいかずということのようです。ただ、ハラスメントに関するこの上期

の実績等々、また下期の取組、このところにハラスメントの研修会を行うとか

そういうことがないのですが、労働局では、そういう研修会を行うということ

はされないのかどうかということをお伺いしたいのと、ハラスメントの研修会、

企業の方から研修の申込みがあるとすると、大体、役員、管理職の方が対象に

なって受講されるというパターンが非常に多いというのが実情です。ハラスメ

ントを自分たちが起こさないための研修。ただ、一般社員の方は、自分たちが

受けている行為がハラスメントなのか業務指導なのか、その境が分からないよ

うな実態になっているということで、すぐにハラスメントだという話に結びつ

いているのではないかなと、そのように思います。ですので、ハラスメントの

研修会、労働局さんのほうで、もし、行わないのであれば、行う際には、全社

員の方を対象に受けられるとハラスメントというものの件数が減るよというよ

うな形でお話をいただければなと、そのように思いますが、いかがでしょうか。 

○ 永見雇用環境・均等室室長補佐 

雇用環境・均等室の室長補佐をしております永見と申します。 

まず、相談件数の関係でございますけれども、ハラスメントのこの相談件数

というのは、お問合せなども含まれてきます。 

これがハラスメントだという相談ももちろん含まれていますが、ハラスメン

トの防止対策をどうしたらいいのかというような企業側からのお問合せも入っ

てこういった数字が上がってきております。ということが一つです。 
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是正指導に関しましては、問い合わせは除いて、ハラスメントを受けたとい

う相談の時に、企業に、基本的には防止対策がしてあるかどうかというような

ことを労働局のほうでは(ご相談者に)確認をしていきまして、相談窓口が企業

にあれば、まず一回、そちらに御相談していただくことをお勧めしております。

その上で企業で防止対策なりをやっていないですとか、あるいは相談しても対

応を取っていただけないという場合につきましては労働局のほうが動くという

ようなことをしております。その際に、いろいろお話を伺っていきまして、労

働者の方からももちろんですけれど、企業からも話を聞いていくことになりま

すので、相談件数の割合に対して是正件数が少ないというのは、もしかしまし

たら、お問合せも含まれた相談件数からの是正指導に入っていくというような

ことから、ちょっと件数が少ないというようなふうに思われるかもしれません、

というのが２つ目です。 

それから、ハラスメントの研修につきまして、基本的には、パワハラですと

か、セクハラですとか、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントに関しまして、

まずは、事業主のほうで防止対策を取っていただくということになっておりま

す。会社でどういった相談窓口があってどこに相談したらいいのか、例えば会

社の人事労務など、あるいは会社の外部にとか、社労士さんのほうに相談窓口

を設けているのかというようなこと。それから、会社としてどんなことをハラ

スメントと考えて、それをやってはいけないと言っているのかどうかというよ

うなことを、一つの会社としてお考えいただいていることをそもそも防止対策

とし研修などでご説明いただくということが、ハラスメントを決めている法律

の中でのことでございますので、労働局では基本的に、一つの事業主に対して、

社員に対する防止対策の研修をやっていくというよりは会社としてそもそも考

えたことを研修やっていただくというような方向性でございます。 

労働局として研修をやっていくとしたら、企業が何社か集まられて、そうい

ったところに、基本的には法律ではこういうふうになっておりますので、この

ような考え方で防止対策を取っていってハラスメントを防止していってくださ

いというような研修をやっていくこともあります。研修というよりも、説明会

で説明をするというような感じではございます。以上のようなところです。 

○ 乗本委員 
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 ありがとうございました。 

先日話した中小の企業の方ですが、２２年にこの設置義務化されたことを御

存じなくて、そのことをお話ししたら、ああ、それはうちも相談窓口作らない

といけない、どういうふうに作ったらいいですかと言われたんで、労働局に相

談してくださいというふうに言っておきましたので、また相談ありましたら御

対応よろしくお願いします。 

○ 永見雇用環境・均等室室長補佐 

  はい、ありがとうございます。 

○ 野田会長 ありがとうございます。 

  それでは、いろいろ御意見、御質問をいただきましたけれども、予定してお

りました時間が参りましたので、以上をもちまして質疑を終了させていただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

そのほか協議事項がありましたら、事務局から説明をお願いいたします。 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 事務局のほうからは特にございません。 

○ 野田会長 

 ありがとうございます。 

各委員の皆様からは何かございますでしょうか。 

それでは、最後になりますけれども、島根地方労働審議会運営規程第６条に

基づきまして、出席した全委員から議事録案の内容確認を受けて議事録を作成

してください。 

以上をもちまして議事を終了いたします。皆様の御協力により、議事が円滑

に進行いたしました。ありがとうございました 

労働局におかれましては、本日いただきました御意見を尊重され、今後の行

政運営に生かしていただきたいと思います。 

では、進行を事務局へお返しいたします。 

 

閉 会 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 野田会長様、議事の進行ありがとうございました。 
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事務局から１点連絡でございます。今年度、第２回の地方労働審議会の開催

について、例年同様、来年３月中旬に開催したいと考えております。１回目の

審議会を本日行ったばかりでございますが、早々に日程調整をさせていただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、閉会に当たりまして、岩見労働局長から一言御挨拶申し上げます。 

○ 岩見局長 

 本日は、様々な御示唆、貴重な御意見賜りまして、改めまして、局を代表し

て御礼申し上げます。 

本省に伝えるべきところは伝えて、東京のほうの感触も、我々も気づかなか

った点が今日はございましたので、大元に確認してみたいと思っております。

また、皆様には確認でき次第、必ずフィードバックは当然いたしますので、ま

たそれを踏まえて、年度末よろしくお願いしたいと思っております。ありがと

うございました。 

○ 日高雇用環境改善・雇用推進監理官 

 それでは、以上をもちまして、令和６年度第１回島根地方労働審議会を閉会

いたします。委員の皆様、本日は大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 


